
補助率・補助上限額

公募期間
6/28～
7/31

本事業のメリット
◇合計４２０万円の費用補助
◇初めての特許協力条約（PCT)に基づく国際出願でも経験豊富な知財の専門家が

３年間しっかりサポート

◇海外ビジネスの専門家が海外展開のビジネスプラン策定や海外現地調査の

準備をサポート、調査に同行してアドバイス（専門家費用は機構が負担）etc

支援の対象・要件

◇高い技術力を保有し、知財を活用した海外展開に積極的に取り組み、
その成果が期待できる中小企業者であること。

◇日本国特許庁に対し、特許出願済みであり、PCT国際出願ルートで、期限内に
国内移行を予定していること（PCT国際出願済みの案件も申請可）。
なお、ダイレクトPCT出願の場合は、出願時に日本国を指定国に含み、期限内
に国内移行すること。

戦略的知財活用海外展開補助金（特許庁間接補助事業）

・補助率 １／２
・補助上限額４２０万円

(助成対象は右図青色参照)

うち出願関係経費 計４００万円
１ヵ年目：１００万円
２ヵ年目：１５０万円
３ヵ年目：１５０万円

うち海外現地調査旅費 計２０万円
１ヵ年目： ２０万円

(2年目以降、予算要求が認められた場合、補助上限増額の可能性あり。)

中小企業に対し、専門家がチームで伴走型のコンサルティング支援を行う
とともに、外国特許出願や海外現地調査などに係る費用の１／２を助成。
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PCT国際出願関連費用

(日本国特許庁に支払う手数料は

原則補助対象外)

国際段階の応答費用

基礎出願の中間応答費用

各国の国内移行費用

各国の審査請求料

各国の中間応答費用

先行技術調査費用、特許マップ作成費用、代理人費用、翻訳費用、

海外現地調査旅費 等

特許を活用した海外展開を
3年間サポートします！３



支援社数

公募の時期

支援の内容・流れ

◇１０社程度を支援予定

◇中小機構において、応募を受付
◇公募期間 令和元年６月２８日（金）～７月３１日（水）（必着）
（詳細は下記HPをご覧ください。）

【具体的なコンサルティング内容】

知財・海外展開に関する経営戦略策定、課題解決をそれぞれの専門家がチームと
なって３年間にわたり伴走型でコンサルティング支援します。
例えば１年目の海外現地調査では、準備段階から専門家が参画し、訪問先の選定

やアポイント取得等をサポートします。また、実際の調査にも同行し、知財の観点
での市場環境の調査やアドバイスを行なうとともに、帰国後の知財に関する事業計
画のブラッシュアップまで支援します。

【助成対象経費】

外国特許庁への出願等に要する経費（先行技術調査費用、特許マップ作成費用、
PCT国際出願関連費用、国内移行費用、国内外応答費用、代理人費用、翻訳費用、
審査請求等に要する費用）の１／２以内を毎年上限額の範囲で３年間にわたり
補助します（日本国特許庁に支払う手数料は原則補助対象外）。
また、支援対象企業の海外現地調査旅費の１／２以内を補助します。

【支援の流れ】
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●採択通知日以降に発生した費用を助成。

●補助金は年度ごとに支払予定。●PCT国際出願済みの案件も採択可

2019.06

お問い合わせ先

【実施機関】
独立行政法人中小企業基盤整備機構 販路支援部 販路支援課 海外展開支援担当
TEL：03-5470-1522 https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/patent

【制度全般について】
特許庁 総務部 普及支援課 支援企画班
TEL：03-3581-1101 (内線2145)

https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/patent

